
本町１丁目５番６号
☎3313

本町２丁目９番４号
☎3059

油見３丁目19番6号
☎7789

油見３丁目19番19号
☎4100

油見３丁目12番７号
☎3022

※１　子宮頸がん予防接種を受ける場合は、あらかじめ医療機関に相談のうえ、市役所で接種券・予診票の交付申請をしてください。   
※２　麻しん風しん混合（ＭＲ）２期を実施            
※３　２期と特例対象者を実施             
医療機関により、接種できる日や時間が異なります。確認の上、受診してください。
また、ワクチンを確保するため、事前に医療機関に連絡してください。
市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に市へ連絡し、受託の有無をご確認ください。

※　予防接種実施日・時間帯は、各医療機関にご確認ください。
※　市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に保健医療課へご

連絡ください。     

立戸２丁目３番８号
☎1151

晴海１丁目４番13号２F
☎5225

玖波２丁目４番２号
☎2233

玖波４丁目１番１号
☎7151

問い合わせ 保健医療課 ☎２１４０
高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の委託医療機関

　4月2日㈪から、平成30年度の高齢者肺炎球菌ワ
クチンの定期予防接種が始まります。
接種期間　平成31年3月30日㈯まで
対象者　市内在住の方で、次のいずれかの要件を
満たす方
①平成30年度に65歳、70歳、75歳、80歳、
　85歳、90歳、95歳、100歳になる方

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによ
る免疫の機能に障害を有する方
※　すでに接種歴のある方は対象とはなりません。
助成額　接種費用のうち、3,000円まで助成
接種方法　対象者に、予診票と接種券を送付しま
す。接種時に医療機関に提出してください。

昭和28年４月２日生～昭和29年４月１日生
昭和23年４月２日生～昭和24年４月１日生
昭和18年４月２日生～昭和19年４月１日生
昭和13年４月２日生～昭和14年４月１日生
昭和８年４月２日生～昭和９年４月１日生
昭和３年４月２日生～昭和４年４月１日生
大正12年４月２日生～大正13年４月１日生
大正７年４月２日生～大正８年４月１日生
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医療機関名No. 所在地 電話番号 備考

定期予防接種の種類と標準的な接種時期など
＝定期の予防接種の対象期間（無料）
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＝標準的な接種期間（免疫の獲得と持続に特に効果的と考えられる接種期間）

：生ワクチン生 ：不活化ワクチン不

不

不

不

生

生

生

不

不

不

ヒブ（Hib）
※接種開始年齢により回数は
少なくなります。

小児用肺炎球菌
（PCV13）

※接種開始年齢により回数は
少なくなります。

B型肝炎

水　痘
※水痘に罹患したことがある方は
対象外
※生後12月以降に1回接種した方は、既に
定期接種を1回受けたものとみなします

麻しん風しん
（MR）

日本脳炎　　
※特例対象者

日本脳炎
※残期間が少ない場合は、最
短6日の間隔で接種可能

BCG【結核】

｛四種混合
（DPT-IPV）
※三種混合を接種済みの場合、不活
化ポリオを接種してください。

ジフテリア
百日せき、破傷風
不活化ポリオ

  子宮頸がん
（HPV）

※女性のみ
※H25年6月14
日から積極的勧
奨が中止されて
いるため、個人
通知を実施して
いません。

サーバリッ
クス
（2価）

ガーダシル
（4価）

1回 2回 3回 追加

生後2か月となる日の前日から

27～56日
（27日以上）
27～56日
（27日以上）

27～56日
（27日以上）
27～56日
（27日以上）

5歳の誕生日の前日まで

60日以上60日以上

1回 2回 3回 追加

生後2か月となる日の前日から

27日以上27日以上 27日以上27日以上

5歳の誕生日の前日まで

1歳の誕生日の前日まで

139日以上139日以上

1回 2回 3回

生後2か月となる日の前日から

27日以上27日以上

とうとうすい

けいけい

12か月（1歳）目の同日の前日まで

初 回

12～18カ月（6カ月以上）12～18月（6月以上） ↓6年生になる年の4月に接種券と予診票を郵送します↓6年生になる年の4月に接種券と予診票を郵送します

1回

1回のみ

2回 3回 追加 2期のみ

生後3か月となる日の前日から

20～56日
（20日以上）
20～56日
（20日以上）

20～56日
（20日以上）
20～56日
（20日以上）

11歳の誕生日の前日から 13歳の誕生日の前日まで90か月（7歳6か月）となる日の前日まで

初 回
1　期1　期

1回 追加

生後12月から 生後36月に至るまで
初回

1期 2期

1歳の誕生日の前日から 2歳の誕生日の前日まで 小学校就学前の4月1日から3月31日まで

初 回

二種混合（DT）
ジフテリア・破傷風
二種混合（DT）
ジフテリア・破傷風

おおむね1年おおむね1年（6月以上）6～28日（6日以上）6～28日（6日以上）

おおむね1年
（6カ月以上）
おおむね1年 9歳以上、かつ1期接種終了後6日以上

（5年程度あけたほうが免疫の維持が期待できるといわれている）
9歳以上、かつ1期接種終了後6日以上
（5年程度あけたほうが免疫の維持が期待できるといわれている）

6～28日
（6日以上）
6～28日
（6日以上）

↓9歳になった翌月に接種券と予診票を通知します↓9歳になった翌月に接種券と予診票を通知します

※この期間は
　接種できません
※この期間は
　接種できません

H7/4/2～H19/4/1生まれの方は20歳になるまで接種可能
※

【勧奨通知】毎年、厚生労働省の指示により18歳となる方に送付しています。

平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は20歳になるまで接種可能
※今までに1回以上接種を済ませている方は、残りを6日以上の間隔をおいて接種。
　ただし2期は9歳以上で接種。
【勧奨通知】毎年、厚生労働省の指示により18歳となる方に送付しています。

1回 2回

1回 2回 2期追加

2期追加

生後6か月となる日の前日から 90か月（7歳6か月）となる日の前日まで 9歳の誕生日の前日から 13歳の誕生日の前日まで

1カ月（1カ月以上）1月（1月以上） 6カ月
（1回目から5カ月以上、かつ2回目から2カ月半以上）
6月
（1回目から5月以上、かつ2回目から2月半以上）

1回 2回 3回

16歳となる日の属する年度の3月31日まで

12歳となる日の属する年度の4月1日から

2カ月（1カ月以上）2月（1月以上） （3カ月以上）6月（3月以上）

1回 2回 3回

16歳となる日の属する年度の3月31日まで

12歳となる日の属する年度の4月1日から

20歳の誕生日の
前日まで

1　期1　期

特例対象者特例対象者

【特例対象者】H19/4/2～H21/10/1に生
まれた方で90カ月（7歳6カ月）目の同日の前

の接種期間内で接種可能です。

【特例対象者】H19/4/2～H21/10/1に生
まれた方で90か月（7歳6か月）目の同日の前

初回初回

問い合わせ 保健医療課 ☎２１４０

　予防接種は、感染予防、発病防止、症状の軽減、
病気のまん延防止などのために実施しています。
　年齢や回数・間隔に注意して、子どもの体調を十
分確認したうえで接種するようにしましょう。

と　き　4月2日㈪～平成31年3月30日㈯
自己負担額　無料

必要なもの　予診票、予防接種券、母子健康手帳
※　予診票と予防接種券を持っていない方は、保
健医療課で申請してください。（母子健康手帳が
必要です）

個人通知
　日本脳炎2期（9歳から）は誕生月の翌月に通知
します。ジフテリア・破傷風（小学6年生）は4月中
に通知します。

（6月以上）

6～12月

日までに第1期未接種のがある場合、第2期

不
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本町１丁目５番６号
☎3313

本町２丁目９番４号
☎3059

油見３丁目19番6号
☎7789

油見３丁目19番19号
☎4100

油見３丁目12番７号
☎3022

※１　子宮頸がん予防接種を受ける場合は、あらかじめ医療機関に相談のうえ、市役所で接種券・予診票の交付申請をしてください。   
※２　麻しん風しん混合（ＭＲ）２期を実施            
※３　２期と特例対象者を実施             
医療機関により、接種できる日や時間が異なります。確認の上、受診してください。
また、ワクチンを確保するため、事前に医療機関に連絡してください。
市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に市へ連絡し、受託の有無をご確認ください。

※　予防接種実施日・時間帯は、各医療機関にご確認ください。
※　市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に保健医療課へご

連絡ください。     

立戸２丁目３番８号
☎1151

晴海１丁目４番13号２F
☎5225

玖波２丁目４番２号
☎2233

玖波４丁目１番１号
☎7151

問い合わせ 保健医療課 ☎２１４０
高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の委託医療機関

　4月2日㈪から、平成30年度の高齢者肺炎球菌ワ
クチンの定期予防接種が始まります。
接種期間　平成31年3月30日㈯まで
対象者　市内在住の方で、次のいずれかの要件を
満たす方
①平成30年度に65歳、70歳、75歳、80歳、
　85歳、90歳、95歳、100歳になる方

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによ
る免疫の機能に障害を有する方
※　すでに接種歴のある方は対象とはなりません。
助成額　接種費用のうち、3,000円まで助成
接種方法　対象者に、予診票と接種券を送付しま
す。接種時に医療機関に提出してください。

昭和28年４月２日生～昭和29年４月１日生
昭和23年４月２日生～昭和24年４月１日生
昭和18年４月２日生～昭和19年４月１日生
昭和13年４月２日生～昭和14年４月１日生
昭和８年４月２日生～昭和９年４月１日生
昭和３年４月２日生～昭和４年４月１日生
大正12年４月２日生～大正13年４月１日生
大正７年４月２日生～大正８年４月１日生
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医療機関名No. 所在地 電話番号 備考
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